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ごあいさつ

本町区まちづくり推進協議会は、歴史の町並みを活かしたまち
づくりを進める小諸市のパートナー組織としてH11年に発足
しました。８年間で市の歴史的建物の修理修景事業が終了しま
したが、その後に続く市の取り組みはなく、今後、所有者の力
だけでは歴史的な建物の維持はむずかしくなってきています。
そこで当協議会では、一昨年、国の「重要伝統的建造物群保存
地区の選定に向けた取り組みを進めてほしい」と、建物所有者
の署名を集めて小諸市に提出しました。それを受け小諸市では、
昨年度から保存地区選定に向けた調査を進めています。
協議会としましては、単に建物の保存でなく、その価値をさら
に高めるような活用を考え、まちの活性化につなげていくのを
目標と考えています。ぜひとも、みなさまのご理解ご協力をい
ただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　本町区まちづくり推進協議会　会長　清水克彦

小諸市による伝統的建物の調査が進んでいます。

市は、「伝統的建造物群保存対策調査」として、まちの歴史や個
別の建物の詳しい調査を進めおり、今までに 20 軒の建物調査を
行いました。来年３月までに、報告がまとまるそうです。

 小諸は、建物の外も中も、お宝が多い！

調査にあたっている、信州大学工学部建築学科
教授の土本先生に調査の感想をうかがいました。
「これまでも、町並みの外観のすばらしさは知ってい
ましたが、今回、歴史的な商家の中に入らせていただき、屋敷全
体のつくりや蔵の中にとってある古い物など、お宝と言えるもの
がたいへん多く、大事にされていることに驚きました。地形の豊
かさと、これらのお宝が小諸の町並みの特徴だと思います。それ
らのお宝をうまく活かして建物を利活用していけば、小諸の文化
を見に、国内、海外から多くの人が訪れると思います。」

～本町、市町とその周辺のまちづくり

国が歴史的に価値の高い町並みを選定し、建物保存の補助金交
付などで半永久的に支援していく制度です。全国で 126 地区
（R３年）あり、県内では妻籠宿、海野宿などが早い時期に選定
されています。文化庁による選定の基準は、以下の３点です。
・伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの

・伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの

・その周囲の環境も含め、地域的特色を顕著に示しているもの

小諸は、地形や宿場・城下町としての地割がよく残り、本町に
は江戸～大正の商家がずらりと並んでおり、期待ができます。
この価値について学術的に明らかにするために、小諸市は現在、
信州大学に依頼して建物等の詳しい調査を行なっています。
そして地域住民や建物の所有者には、この町並みを次世代につ
なぐ意思とこれからのまちづくりの方向性について、よく話し
合い意思統一していくことが求められています。
　　
重伝建地区に選定されるメリット
■以下のような公的な支援が永続的に受けられる。
・保存に同意する建物について、外観の修理に補助金が出る。
　海野宿の例／ 80%補助、上限 600 万円　
・保存に同意する建物について、固定資産税が免除になる。　
・地区内の土地の固定資産税の軽減措置が可能（自治体判断）。
・相続税の軽減措置がある。
・国から自治体への特別交付金が毎年ある。

小諸宿（本町・市町周辺）を、国の「重要 伝統的建造物群 保存地区（重伝建）」に！

「重要 伝統的 建造物群保存地区」ってどんな制度？

■全国区ブランドの町並みになり、観光化が進めやすくなる。
■歴史的な建物を修理しやすくなり、活用につながる。
　　　
重伝建地区に選定されたら守るべき制約
■保存に同意した建物は、原則取り壊しができない。
■町並みを美しくしていくために、建築行為等にかかわるルー
ルを定め、原則的には全ての建物がそれを守ることとなる。
（ルールの内容は、今後の協議で決めていく）
　
重伝建は活性化につながる？つながらない？
ここ数年、伝建のブランドを活かし、歴史的な建物を活用し
て次世代の事業を育て、活性化している町が増えてきました。
それで建物や土地の不動産価値があがる地区もあります。
もちろん伝建になっても活性化しない地区もありますが、そ
れは住民がそれを目指していないからです。本町区まちづく
り推進協議会は、活性化の方向を目指したいと考えています。
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小諸宿の歴史ある建物を活かして、

観光商業をおこす

北国街道 本町・市町の 10 年後を考えてみませんか？

店が並び観光客でにぎわうまちづくりは、可能です！

小諸市は昨年度より、国の「重要伝統的建造物群保存地
区（略して伝建）」の選定を目指し、本町・市町などの
歴史的建物の調査を進めています。
伝建は、国が歴史的価値の高い町並みを選定し、その保
存活用に対して永続的に支援する制度です。
選定されれば、よりブランド力の高い観光商業地を形成
することが可能になります。
今回お話を伺う川越の町並みも、40 年前にはさびれた
商店街だったそうですが、商店主が歴史の町並みを活か
したまちおこしに向け立ち上がり、独自のルールをつ
くって魅力的な商業観光地をつくりました。
川越市はそれに伴走し、伝建だけでなく、さまざまな国
の制度も活用して歴史まちづくりに取り組みました。
今回の講師の加藤さんは、市役所の職員としてそれに
ずっと携わってきた方です。
伝建の可能性やむずかしさ、その他の有効なまちづくり
手法についてお話いただき、小諸のまちづくりについて
もアドバイスをいただきます。

〜川越に学ぶ        

伝建 の効果と課題、

その他の手法　
＊重要伝統的建造物群保存地区

＊

７/26（水）  14:00～16:00
会場 市民交流センター 会議室６、７  
入場無料  問い合わせ ☎ 0267-25-2770（町屋館）
主催　本町区まちづくり推進協議会、 市町 ( 本陣会、裏町会）
協力　NPO 小諸町並み研究会
後援　小諸市、小諸市教育委員会　　

1978 年川越市役所に入庁以来、都市計画、美術館、文化財、
建築審査などを担当。個人としても、商店街の町並み委員
会に初動期から幹事として参加。退職後、小江戸川越観光
協会専務理事。NPO法人アーバンデザイン研究体理事。
2021 年、空き店舗だった町屋を、「百足屋（むかでや）」と
してオープンし、株式会社取締役として運営にあたる。
カフェ、ショップ、茶道・華道などの日本文化の体験教室
のコーディネイターを務める。 

講師

加藤忠正さん
（元川越市都市計画部参事、
  一級建築士）　　

川越市の町並み地区の高さ規制のライン


